
 
 

 
12 月に入り少しずつ寒さが厳しくなってきました。学年ごとのスポーツフェスティバルやコーラスフ

ェスティバルなど、今できることを精一杯頑張ろうという子どもたちのやる気や笑顔が学校を明るくし

てくれています。ご家庭で過ごす時間を例年より増えているのではないでしょうか？今しかない時間を

大切に過ごしたいですね。 

今号のテーマは「学校のお金」です。学校事務の仕事は特にこのお金に関することが中心となってお

り、子どもたちが安心して学校生活を送れるように努めています。「保健だより」や「給食だより」のよ

うに、ご家庭でお子さまと話題にしてくだされば嬉しいです。 

 

Q.中学校ではどんなお金を扱っているの？ 

 公立の中学校では大きく分けて 2種類のお金があります。ひとつは「学校配当予

算」です。これは自治体からそれぞれの学校に、子どもたちの学習環境整備のため

に使うお金として配当されるものです。これを「公費」と呼び財源は税金です。 

もうひとつは「保護者負担金」です。こちらは教材費、修学旅行費など、ご家庭

から直接集金しているお金で「公費」に対して「私費」と呼んでいます。 

 

Ｑ.義務教育はなにが無償なの？ 

 「無償」とは保護者のお財布から直接支払わなくてもいいという意味で、日本国憲法第 26 条 2 項

後段に「義務教育は、これを無償とする」と規定されています。公立小中学校で無償なのは人件費

や建物などの運営費の一部と教科書です。使用する教科書は 4 年に一度改訂され、来年度は改訂の

年となります。（以下は今年度使用の教科書です） 

教科 金 額 出版社 教科 金 額 出版社 

国語 1・2年：790 円 3 年 817 円 光村図書 地図 1,086 円 帝国書院 

書写 1～3 年：431 円 光村図書 技術 648 円 開隆堂出版 

数学 1～3 年：502 円（別冊 102 円） 啓林館 家庭 648 円 開隆堂出版 

理科 1～3 年：733 円 大日本図書 
音楽 

1 年：246 円 

2・3 年上：248 円 下：240 円 
教育芸術社 

英語 1～3 年：323 円 東京書籍 

地理 764 円 東京書籍 器学 273 円 教育芸術社 

歴史 764 円 東京書籍 美術 1 年：323 円 2･3 年 647 円 開隆堂出版 

公民 764 円 東京書籍 保体 415 円 学研 

 道徳 429 円 東京書籍 

教科書にかかる費用は全国で年間 45,700,000,000 円です 
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Ｑ.高校は無償じゃないの？ 

 平成 22年に、公立高等学校の授業料が不徴収、私立学校の授業料については同等の金 

額を就学支援金として支給することとなりましたが、平成 25 年の法改正により所得制限 

が設けられ、一定以上の所得がある場合は授業料が発生することとなっています。現在義 

務教育で行っている就学援助制度は、高等学校にはなく、それに近いものとして「奨学のため 

の給付金」という制度があります。しかし、就学援助制度に比べて所得制限のハードルが高く、実際は 

生活保護世帯か市町村民税所得割非課税の世帯しか受給できません。表面で書いた教科書も高校からは 

有償です。 

 

奨学金のお知らせ  

埼玉県では、高等学校等に通う生徒に対して奨学金の貸与事業を行っています。進路説明会でもお話 

したとおり、早期募集は 11 月 27 日で終了し、現在通常募集を受け付けています。（所得制限有り）また、

川口市の奨学金制度もあります。こちらは3月上旬ごろに貸与が実行される第3期の申し込み期間が1/12

～となっています。上記の奨学金のほかにも「私立高等学校等父母負担軽減事業補助制度」などもあり

ます。詳しくは 3学年または事務室までお問合せください。 

 

 申請に関すること 

 〇保護者の所得制限があります  〇学力は問いません  〇連帯保証人は必要ありません 

 受給に関すること 

 〇公立高校：上限 2万 5千円（月額）  〇私立高校：上限 4万円（月額） 

 返済に関すること 

 〇卒業 4年 6か月後～12 年の範囲で返済 〇範囲内の場合は利子がつきません 

 

※ 申請用紙は学校でお渡ししています。必要な方はご連絡ください。 

 

 

  

 

..................................................................................................................................................................... 

★今年度の学校納入金引落しについて★ 

11 月をもって、今年度のすべての引き落としが終了しました。口座への入金等、

ご協力ありがとうございました。残高不足等で引き落としができなかったご家庭に

は、その旨連絡していますので、お手数ですが学校へ直接現金をお持ちください。

業者への支払い、年度末の精算事務のため、12 月末を目途に納入いただきますよう

お願いいたします。 

奨学金は、保護者ではなく生徒本人が借り受け返済を行うものです。申し込む際にはその点をご留

意ください。 

その他の支援金については、10 月末に行われた進路説明会の資料を参考にしてください。 

 


